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産業廃棄物処理計画書

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理
に関する計画を作成したので、提出します。

中越パルプ工業株式会社　川内工場

鹿児島県薩摩川内市宮内町１番２６号事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

05　製造業

前年度の製品出荷額：３００億円

２９０人（令和７年４月２１日時点）

別添1　産業廃棄物処理工程

事 業 の 種 類

事 業 の 規 模

従 業 員 数

産業廃棄物
の一連の処理の工程

事 業 場 の 名 称

　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

令和8年3月31日



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（ 年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

別紙のとおり －

－別紙のとおり

別紙のとおり －

・廃プラ･･･有価引取りとなる種類が減少、また要求スペックも
           厳しくなることからより構内廃棄ルールを見直す。

・その他･･･従来混廃としていた廃棄物についても、分別の可否
           について再検討する。

産業廃棄物の種類

排　　　出　　　量

・構内回収物（廃棄物・有価物）の分別強化

・抄紙工程の歩留り向上により原料及び薬品の流出抑制

令和6

・排出抑制、各種減量化対策

・工程廃棄物の場内有効利用法模索、推進

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

・紙くず･･･古紙利用できるものと、ラミネート紙などの再生に
　　　　　 向かないものを分別等
           分別数の詳細は別添内訳書の種類欄参照

②計画

別紙のとおり －

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

 ②計画

産業廃棄物の種類

排　　　出　　　量

 ①現状

工場長
　｜
工場次長
　｜（5部2室）
環境管理室（処理計画の作成、廃棄物管理）

（第２面）



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

t t

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組 ）

・引き続き現在の取り組みを推進していく。

－

別紙のとおり －

別紙のとおり －

令和6

自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量

・抄紙工程の歩留まり向上により原料の流出抑制を図り、汚泥発生量の削減に
  繋げている。

－

産業廃棄物の種類

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

－

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

別紙のとおり

別紙のとおり

別紙のとおり

別紙のとおり

－

令和6

①現状

－

別紙のとおり －

別紙のとおり －

別紙のとおり

別紙のとおり
②計画

産業廃棄物の種類

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

・引き続き現在の取り組みを推進していく。

－

（第３面）

①現状

産業廃棄物の種類

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

・木質バイオマスボイラのばいじんを汚泥脱水助剤として利用
  することで産廃発生量を削減した。（平成29年1月より）

※以降は場内有効利用の為、産廃としてのカウントはしておりません。



自ら行う産業廃棄物の埋立処分に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（　 年度）実績】

t t

t t

t t

t t

t t

（これまでに実施した取組）

－

別紙のとおり －

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

・すでにリサイクル処理の廃棄物についても、高次リサイクル
  に転換していけるよう、新規処分先の開拓を進めてきている。

・取引先管理の一環で定期的に許可証の期限のチェック及び
  委託先事業者の事業場現地視察を実施し、適正処理及び各種
  法令の順守状況を確認している。

令和6

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

－

別紙のとおり －

別紙のとおり －

別紙のとおり －

別紙のとおり －

令和6

別紙のとおり －

別紙のとおり

別紙のとおり －

産業廃棄物の種類

・バイオマスボイラ燃え殻(燃え殻４)についても自社埋立処分場
  の利用対象とした。

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

・自社埋め立て処分場の有効活用を推進し、今年度も計画的に
  埋め立てを実施する。

（第４面）

①現状

産業廃棄物の種類

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

別紙のとおり －

①現状

②計画

別紙のとおり



【目標】

t t

t t

t t

t t

t t

（今後実施する予定の取組）

　　※事務処理欄

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

（第５面）

②計画

－

別紙のとおり全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

・引き続き現在の取り組みを推進していく。

・廃プラの世界的な動きがある中で市場の動向も見ながら適切に
  分別し、極力近場でのリユースやマテリアルリサイクルへ繋がる
  ような処分先を検討していきたい。

別紙のとおり －

－

別紙のとおり －

別紙のとおり －

別紙のとおり －



　

備考
１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２　当該年度の６月30日までに提出すること。

３　「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記
入すること。
(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合におけ
る元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等
の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了
するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡)を記入
すること。

４　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごと
に、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄
物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標
及び取組を記入すること。

５　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全
処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行令（以下「令」という。）第６条の11第２号に該当する者）への処
理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理
委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託
量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

６　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に
「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。
また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとお
り」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞ
れの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

７　※欄は記入しないこと。

（第６面）



産業廃棄物　処理計画書　内訳書 年度分 別紙

※取り扱う廃棄物の種類が１種類であっても，この表を作成してください。 数字（t）

①現状（前
年度実績）

②計画（今
年度計画）

①現状（前
年度状況）

②計画（今
年度計画）

①現状（前
年度状況）

②計画（今
年度計画）

（左記内
訳）優良認
定処理業
者へ処理を
委託した量

（左記内
訳）再生処
理業者へ
処理を委託

した量

（左記内
訳）認定熱
回収業者
へ処理を委
託した量

（左記内
訳）認定以
外の熱回
収業者へ
処理を委託

した量

（左記内
訳）優良認
定処理業
者へ処理を
委託する量

（左記内
訳）再生利
用業者へ
委託を委託
する量

（左記内
訳）認定熱
回収業者
へ処理を委
託する量

（左記内
訳）認定以
外の熱回
収業者へ
処理を委託

した量

1 燃え殻 1,933.63 1,833.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.04 250.00 1,604.59 0.00 1,558.19 0.00 0.00 1,583.86 0.00 1,477.79 0.00 0.00

2 汚泥 207,622.19 196,908.88 11,527.56 0.00 0.00 195,968.44 0.00 196,789.20 0.00 0.00 126.19 0.00 124.94 0.00 0.00 119.68 0.00 118.49 0.00 0.00

3 廃油 5.13 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 5.13 1.13 0.00 0.00 4.86 3.79 1.07 0.00 0.00

4 廃酸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 廃アルカリ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 廃プラスチック類 47.42 44.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.42 22.74 0.00 0.00 0.00 44.97 21.57 0.00 0.00 0.00

7 紙くず 199.54 189.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.54 0.00 44.72 0.00 0.00 189.24 0.00 42.41 0.00 0.00

8 木くず 104.47 99.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.47 11.94 11.94 0.00 0.00 99.08 0.00 11.32 0.00 0.00

9 繊維くず 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 動植物性残さ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 動物系固形不要物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 ゴムくず 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 金属くず 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14
ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁

器くず
0.24 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00

15 鉱さい 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 がれき類 97.92 92.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.92 0.00 0.00 0.00 0.00 92.87 0.00 0.00 0.00 0.00

17 動物のふん尿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 動物の死体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 ばいじん 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 その他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 混合廃棄物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 廃石綿（特管） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 石綿含産業廃棄物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210,010.54 199,173.98 11,527.56 0.00 0.00 195,968.44 0.00 196,789.20 329.04 250.00 2,185.50 40.05 1,741.16 0.00 0.00 2,134.78 25.59 1,651.31 0.00 0.00

廃　棄　物　の　種　類

廃棄物の排出の
抑制に関する事項

自ら行う産業廃棄物の
再生利用に関する事項

自ら行う産業廃棄物の
中間処理に関する事項

自ら行う産業廃棄物の
埋立処分

①現状（前年度状況） ②計画（今年度計画）

自ら中間処
理により減
量する量

自ら熱回収
を行った量

自ら中間処
理により減
量する量

合計

令和7 事業場名 中越パルプ工業株式会社　川内工場

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

排出量 排出量
自ら再生利
用を行った

量

自ら再生利
用を行う量

自ら熱回収
を行った量

自ら埋立処
分を行った

量

自ら埋立処
分を行う量

全処理委
託量

全処理委
託量

①現状（前年度状況） ②計画（現年度計画）



別添１　産業廃棄物処理工程 1/2

◎優良

◎優良

◎優良

◎優良

◎優良

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆固形燃料化施設
（再生利用目的）

RPF
紙くず

【1】紙製品製造工程で発
生（サイドラン等）

【2】事業活動で発生
（産廃系可燃ゴミ）

廃棄物処理業者へ
処理委託
◆焼却施設

管理型埋立
（焼却灰）

廃棄物処理者へ
処理委託
◆破砕施設

（再生利用目的）

木くず
【1】事業活動で発生

（廃パレット等）
製紙用チップ

【2】事業活動で発生
（その他の木くず）

廃棄物処理業者へ
処理委託
◆焼却施設

管理型埋立
（焼却灰）

【3】ﾊﾟﾙﾌﾟ製造工程で発生
（原質ｸﾘｰﾅｰﾘｼﾞｪｸﾄ）

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆管理型最終処分場
（埋立）

汚泥
【1】排水処理工程で発生

（ヤンソン粕） 廃棄物処理業者へ
処理委託

◆堆肥化施設
（再生利用目的）

堆肥

【2】炭化品製造工程で発生
(乾燥品)

自社工場内で
中間処理

◆乾燥炭化設備
（再生利用目的）

【3】排水処理工程で発生
（製紙汚泥）

有価物
（PS炭)

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆安定型最終処分場
（埋立）

【6】事業活動で発生
（試薬）

【3】事業活動で発生
（ｸﾛﾚｰﾄﾌﾚｺﾝ）

廃棄物処理業者へ
処理委託
◆焼却施設

管理型埋立
（焼却灰）

廃プラス
チック類

【1】事業活動で発生
（廃プラ）

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆安定型最終処分場
（埋立）

【2】事業活動で発生
（塩ビ類）

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆切断圧縮施設

安定型埋立
（切断圧縮品）

【4】事業活動で発生
（廃バクフィルター他）

廃棄物処理業者へ
処理委託
◆焼却施設

管理型埋立
（焼却灰）

管理型埋立
（焼却灰）

【4】事業活動で発生
（食堂分離槽泥）

【5】紙製品製造工程で発
生（カラー粕）

廃棄物処理業者へ
処理委託
◆焼却施設

管理型埋立
（焼却灰）

廃棄物処理業者へ
処理委託
◆焼却施設
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◎優良
（セメント原料化のみ）

◎優良

◎優良

【2】事業活動で発生
（廃レンガ）

燃え殻
【1】石灰焼成工程で発生

（グリッド）
廃棄物処理業者へ

処理委託
◆焼却施設

（再生利用目的）

セメント原料

がれき類
【1】事業活動で発生
（コンクリートくず等）

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆安定型最終処分場
（埋立）

堆肥

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆固化・混練施設
（再生利用目的）

セメント原料

自社埋立

廃棄物処理業者へ
処理委託
◆破砕施設

（再生利用目的）

再生砂利

（埋立）

【３】事業活動で発生
（廃PS炭）

自社埋立
◆管理型最終処分

（埋立）

【２】発電事業で発生
（ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗ主灰）

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆堆肥化施設
（再生利用目的）

特菅
燃え殻

【1】発電事業で発生
（ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗ主灰）

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆固形化、安定化

管理型埋立
（固化物）

ばいじん
【1】発電事業で発生
（ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗ飛灰）

自社工場内で
有効利用

◆汚泥脱水設備
（脱水助剤）

◆管理型最終処分

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆造粒、固化施設

路床材原料

ガラスくず
【1】事業活動で発生
（使用済み蛍光灯）

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆破砕・選別施設等
（再生利用目的）

再生蛍光灯用
原料

【2】事業活動で発生
（陶磁器くず等）

廃棄物処理業者へ
処理委託

◆安定型最終処分場
（埋立）

廃油
【1】事業活動で発生

（グリス等）
廃棄物処理業者へ

処理委託
◆油水分離施設
（再生利用目的）

再生油燃料


